
番号 質問項目 質問内容 回答

1

【業務委託仕様
書】
４、（２）ア、イ
（事業実施方
法）

「先輩移住者等ネットワークの交流会を開
催すること」とあるが、交流会の内容や開
催方法・場所については指定はないという
ことでよいか。
ネットワークメンバーの状況に応じて、現
地やオンラインの開催など使い分けること
ができるという理解でよいか。

交流会について、内容・開催方法・場所の指定は
ありません。ネットワークメンバーや新型コロナウ
イルスの感染状況等を踏まえ、仕様書に記載が
ある通り「先輩移住者等ネットワークの活動を活
性化し、埼玉移住を促進する」という目的を達成
できる効果的な交流会を提案いただきたいと考
えます。

2
【業務委託仕様
書】
４、（２）イ

「新たな先輩移住者等ネットワークの構
築」について、圏央道以北の地域で新た
なネットワークを構築するとあるが、エリア
の範囲や大小について指定があるか。
例えば、飯能市周辺の先輩移住者をメイ
ンとした「飯能日高地域」などの設定も可
能か。

地域の区分については、第2期埼玉県まち・ひと・
しごと創生総合戦略における１２区分を参考にし
てください。なお、厳密に区分どおりである必要
はなく、隣接する市町村を他地域に組み込んで
いただいても問題ありません。
新たなネットワークの範囲の詳細については委
託契約先決定後、提案内容を踏まえ協議の上決
定したいと考えます。

第2期埼玉県まち・ひと・しごと創生総合戦略
P21　図31
（https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/1743
57/dainikisoudousenryaku_ikkatu.pdf）
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